
地域住民生活等緊急支援のための交付金の概要 

１月９日に「地域住民生活等緊急支援のための交付金」を含む補正予算案が閣議決定さ

れ、プレミアム付商品券の発行を主とした「地域消費喚起・生活支援型」と地方版総合戦

略の策定や総合戦略に盛り込んでいく施策に活用できる「地方創生先行型」の交付金が創

設されています。 

その地方公共団体に対する配分については、人口を基本としながら、財政力指数や就業

率、人口流出などの指数で決められ、本市においては「地域消費喚起・生活支援型」にお

いては４６４百万円、「地方創生先行型」においては１５６百万円程度を上限に配分される

予定です。 

１ 消費喚起・生活支援型 

（１）施策の目的 

地方公共団体が実施する、地域における消費喚起策やこれに直接効果を有する生

活支援策に対し、国が支援する。 

（２）対象事業（国推奨） 

① プレミアム付商品券（域内消費） 

② ふるさと名物商品券・旅行券（域外消費） 

③ 低所得者向け商品・サービス購入券   等 

※国は①プレミアム付商品券をかなり強く推奨 

プレミアム付商品券 

自治体が指定する商店街等が、１～２割お得な（プレミアムの乗った）「プレミアム商品券」

を発行し、自治体又は商店街が地域特性を踏まえて指定する商品やサービスの消費を促進する

事業など 

２ 地方創生先行型 

（１）施策の目的 

「まち・ひと・しごと創生」に向けた地域の実情に応じた取り組みを支援する。 

（２）施策の概要 

   地方公共団体（都道府県及び市町村）による地方版総合戦略の早期かつ有効な策

定と、これに関する優良施策の実施に対し、国が支援 

（３）対象事業例 

① 「地方版総合戦略」策定支援（必須事業）

② 創業支援や販路開拓（アドバイザー派遣やネットワーク構築等） 

③ 観光振興・対内直接投資（観光プロモーションの実施等） 

④ 少子化対策（結婚支援、妊娠・出産支援、子育て支援等）    等 
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